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基本目標Ⅰ 誰もが尊重される安心・安全なまちを築きます 

個別目標Ⅰ－１ 人権尊重と男女共同参画意識の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【施策①】人権尊重の意識づくり 

【施策②】男女共同参画の啓発と教育の推進 

【施策③】生活上の困難を抱えた女性等への支援 

【施策④】男女共同参画の視点に立った多文化共生の推進 

●区が力を入れるべきことの一つとして「学校における男女共同参画

についての教育の充実」があげられています。 

●経済社会における男女が置かれた状況の違い等を背景に、女性は

生活上の困難に陥りやすいことなどを踏まえて、悩みを抱えた人へ

の適切な支援が必要です。 

●性的指向・性自認に関すること、障がいがあること、外国人であること

等を理由とした社会的困難を抱えている人など、様々な人々に対する

正しい理解を深め、互いを尊重する意識の向上が不可欠です。 

一人ひとりの人権が尊重され、年齢や性別、国籍、文化の違いに

関わらず、多様な生き方を認め合う社会の実現をめざし、人権尊重

と男女共同参画に関する理解や認識を深めるための意識啓発や教

育を推進します。 

また、ひとり親家庭など生活に困難を抱えた女性等への適切な支

援や多文化共生社会の推進に向けて、男女共同参画の視点に立っ

た取組を進めます。 
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【施策①】人権尊重の意識づくり ················································  

男女が互いに違いを認め合い、相互に尊重し合う思いやりを育てるための教育や啓

発活動を推進します。 

 

No. 事 業 事業内容 担当課 

１ 
区民への人権意識の

啓発 

啓発冊子や講演会、パネル展、区報人権特

集号など、様々な方法と機会を活用して、

地域での人権尊重と男女共同参画社会の

理解が深まるよう取り組みます。 

人権・男女平等

推進課 

２ 
小・中学生への人権

意識の啓発 

小学校の人権学習で活用する啓発冊子の

配布や小・中学校への人権啓発作品の作成

依頼など、人権意識啓発に取り組みます。 

人権・男女平等

推進課 

３ 
人権擁護委員による

意識啓発 

人権の花、子どもたちの人権メッセージ、

中学生人権作文など人権擁護委員が小・中

学校と連携し、人権尊重に関する意識啓発

を進めます。 

人権・男女平等

推進課 

４ 高齢者虐待防止事業 

高齢者虐待についての正しい理解を広め

るとともに、虐待防止のためのネットワー

クを構築し、地域で高齢者及びその家族を

支援します。 

高齢福祉課 

５ 障害者虐待防止対策 

障がい者総合サポートセンターは障害者

虐待防止センターとしての受付窓口とな

っており、障がい者の権利擁護のための研

修を行います。 

障がい者総合 

サポートセンター 

６ 
児童虐待防止への取

組の推進 

児童虐待防止に向け広報活動を行い、意識

啓発を図ります。 

子ども家庭 

支援センター 
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【施策②】男女共同参画の啓発と教育の推進 ······································  

家庭や地域などのあらゆる場における男女共同参画に関する認識を深めるための

啓発や教育を推進し、阻害すると考えられる性差別や偏見、固定的な性別役割分担意

識の解消に努めます。また、区に求められている取組である、学校における男女共同参

画についての教育の充実を図ります。 

 

No. 事 業 事業内容 担当課 

７ 
男女共同参画に向け

た意識啓発 

① 

人権・男女平等推進課からの依頼に基

づき、ホームページ、区報等を通じ、

男女共同参画と人権意識の尊重のた

めの啓発事業に関する情報を発信し

ます。 

広聴広報課 

② 

啓発冊子やホームページ、講演会・パ

ネル展など、様々な場や機会を捉えて

男女共同参画と人権意識の尊重のた

めの啓発事業を推進し、理解と認識を

深めます。 

人権・男女平等 

推進課 

③ 

社会教育、生涯学習事業の実施におい

て、男女平等・男女共同参画の視点で

取り組みます。 

地域力推進課 

④ 

家庭・地域の教育力向上のための学習

会、講演会や啓発冊子、ホームページな

ど、様々な場や機会を捉えて男女共同

参画と人権意識の尊重のための啓発事

業を推進し、理解と認識を深めます。 

教育総務課 

８ 

男女共同参画に関す

る情報誌等の作成・

配布 

情報誌「パステル」の発行や区報特集号、

ホームページ等を通じて、男女共同参画の

視点を持ち、親しみやすくわかりやすい情

報の提供に努め、男女共同参画の意識づく

りを図ります。 

人権・男女平等

推進課 

９ 
男女共同参画に関す

る講座 

介護、育児、女性学など多様なテーマを取

り入れ、男性・女性それぞれが輝くことが

できる生き方を学ぶ講座を開催し、男女共

同参画の意識づくりを図ります。 

人権・男女平等

推進課 

10 
男女共同参画に関す

る資料の収集と提供 

男女共同参画に関する情報・資料を収集

し、広く区民に提供します。 

人権・男女平等

推進課 

11 
男女平等観を育む学

習内容や指導 

男女平等教育などの学習を実践するとと

もに、その指導方法の充実を図ります。 
指導課 



50 

No. 事 業 事業内容 担当課 

12 
男女平等教育につい

ての教職員への研修 

学校における男女平等教育の推進に向け、

教職員の意識向上を図るため、研修等の充

実を図ります。 

指導課 

13 

男女共同参画の視点

に立った社会教育事

業 

① 

社会教育・生涯学習事業の実施におい 

て、男女共同参画の視点で取り組みま

す。 

地域力推進課 

② 
社会教育事業の実施において、男女共

同参画の視点で取り組みます。 
教育総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多様な性(ＬＧＢＴとＳＯＧＩ) 

「性的指向」とは、人の恋愛・性愛の対象が向かう方向を示すものです。つまり、恋愛・性愛

の対象がどの性別であるかということです。これは、自分の意志で変えたり、選んだりできな

いと言われています。 

「性自認」は、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」

と言われることもあります。多くの人は、「身体の性（出生時に判定された性）」と「心の性」と

が、女性・男性のどちらかで一致しています。しかし、これらの性が一致しておらず、「心の性」

と「身体の性」または「一般に身体の性にふさわしいとされる性別表現」との間に違和感を持

つ人たちがいます。 

「ＬＧＢＴ」は、代表的な「性的指向」と「性自認」であるレズビアン、ゲイ、バイセクシュ

アル、トランスジェンダーの頭文字を組み合わせて作られた言葉です。多数者（マジョリティ）

ではなく少数者（マイノリティ）であるので、「性的マイノリティ」とも言われています。 

「ＳＯＧＩ」は、「Ｓｅｘｕａｌ Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ（性的指向）」と「Ｇｅｎｄｅｒ 

Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（性自認）」を合わせたもので、性的マイノリティに限らずすべての人が持っ

ている「性」の概念を表しています。 

Lesbian レズビアン 

女性の同性愛者 

心の性が女性で 

恋愛対象も女性 

Gay ゲイ 

男性の同性愛者 

心の性が男性で 

恋愛対象も男性 

Bisexual バイセクシャル 

両性愛者 

恋愛対象が女性にも男性にも 

向いている 

Transgender 

トランスジェンダー 

「身体の性」と「心の性」が 
一致せず、自身の身体に 

違和感を持つ人 

性的指向 

性自認 
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【施策③】生活上の困難を抱えた女性等への支援 ··································  

家庭や育児などで悩みを抱えている女性やひとり親の家庭に対し、相談の実施や自

立に向けた支援などに取り組みます。 

 

No. 事 業 事業内容 担当課 

14 女性のための相談 

事業名：「女性のためのたんぽぽ相談」 

自分自身の生き方や性格、夫婦や親子など

の家族・親族関係、職場や学校などでの人

間関係、心身の不調や女性特有の病気、仕

事、適職、各種ハラスメントやキャリアア

ップなどの仕事関係、女性の様々な悩み相

談を受けるとともに、必要に応じて専門相

談窓口の案内も行います。 

人権・男女平等

推進課 

15 
家庭相談・女性相談

の実施 

家庭内の様々な悩みや心配事などの相談

を受け、適切な助言を行います。また、母

子世帯及び女性の経済上の悩みや、配偶者

等の暴力に関する相談に対応します。 

各生活福祉課 

16 
母子生活支援施設へ

の入所 

子どもの養育に欠ける母子世帯を、母子生

活支援施設に入所させ、自立促進に向けて

支援を行います。 

各生活福祉課 

17 

生活再建・就労サポ

ートセンター「ＪＯ

ＢＯＴＡ」による相

談・支援 

就労希望者に対し就労支援を実施します。

また就労や生活習慣に課題を抱え、直ちに

就労を行うことが困難な方に対しては、キ

ャリアカウンセリング、職場体験などを通

して就労をめざす「就労準備支援」を実施

します。 

蒲田生活福祉課 

18 
ひとり親家庭への就

労支援体制等の充実 

ひとり親家庭の親や子どもの傷病や技能

習得のための通学・就職活動等で一時的に

家事・育児等が困難なときに、家事援助者

を派遣し、自立安定を支援します。 

各生活福祉課 
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【施策④】男女共同参画の視点に立った多文化共生の推進 ··························  

区内在住の外国人区民への理解を深め、多文化共生社会の推進を図っていく中で、

男女共同参画の視点に立った取組を進めていきます。 

 

No. 事 業 事業内容 担当課 

19 相談・情報提供 

国際都市おおた協会（ＧＯＣＡ）の相談窓

口において、多言語で生活相談や生活情報

支援を行います。また、ＧＯＣＡのホーム

ページや公式ＳＮＳにおいて、外国人区民

が必要とする災害時情報等を発信します。 

国際都市・ 

多文化共生 

推進課 

（国際都市おおた協会） 

20 
多言語情報紙の作

成・配布 

「外国人向けくらしのガイド」の作成・配

布、ホームページでの情報の発信を行いま

す。外国人区民のための区政情報等を集約

した多言語情報紙「Ota City Navigation」

を作成し、区内公共施設等で配布します。 

国際都市・ 

多文化共生 

推進課 

21 多文化交流会の開催 

外国人区民との交流会を開催し、異文化を

理解し合うとともに、地域に根ざした外国

人とのコミュニケーションの充実を図り

ます。 

国際都市・ 

多文化共生 

推進課 

（国際都市おおた協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


